
「平成30年北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興方針(案)」の主な変更点

章 変 更 事 項

Ⅰ 平成30年北海道胆 ○ 地震の概要等を２月21日に発生した余震に伴い修文

振東部地震について ○ 被災状況を３月６日時点に更新

（余震による被災は含まない）

Ⅱ 被災地域の復旧・ ○ 今後の取組に変更等があったものを反映

復興に向けて ・「胆振東部森林再生・林業復興連絡会議」の取組内容を追

加

Ⅲ 取組方向に基づく ○ 新たな取組を反映

主な復旧・復興対策 ・道営住宅の供与

・スクール・サポート・スタッフの配置

・小規模企業の販路開拓支援

・「観光客緊急サポートステーション」の開設

・観光の安全情報の発信

○ 取組内容の修文

・災害復旧工事における農地等に堆積した土砂の活用

Ⅳ 復旧・復興の推進 ○ 連携の具体事例の変更

年度内に廃止となる「山地災害復旧チーム」を「胆振東部

森林再生・林業復興連絡会議」に変更

Ⅴ 復旧・復興対策の ○ 変更なし
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